
畜舎建築利用計画の認定に係る手続き

【認定基準】

１ 敷地が市街化区域・用途地域外

２ 高さが16ｍ以下、平屋で、居住のための居室を有しない

３ 建築士が設計

４ 利用の方法が利用基準（省令）に適合

５ 関係法令の遵守状況 等

申請者

床面積3,000㎡以下の畜舎等（特例畜舎等）
※特例畜舎等の認定手続きは敷地・構造・建築設備の審査が行われないが、

敷地・構造・建築設備は技術基準に適合するものでなければならない。【畜舎特例法第７条】

【記載事項】

１ 申請者の氏名

２ 畜舎等の種類・所在地・規模・間取り

３ 設計者の氏名・建築士資格

４ 利用の方法

５ 畜産業の内容

６ 工事の着手予定日

７ 関係法令の遵守状況 等

畜舎建築利用計画の作成 審 査

愛知県（畜産課）

消防機関

申請者

着 工

床面積3,000㎡を超える畜舎等

申請者

【記載事項】

１ 申請者の氏名

２ 畜舎等の種類・所在地・

規模・間取り

３ 設計者の氏名・建築士資格

４ 畜舎等の敷地・構造・

建築設備

５ 利用の方法

６ 畜産業の内容

７ 工事の着手予定日

８ 関係法令の遵守状況 等

畜舎建築利用計画の作成

【認定基準】

１ 敷地が市街化区域・用途地域外

２ 高さが16ｍ以下、平屋で、居住の

ための居室を有しない

３ 建築士が設計

４ 畜舎等の敷地・構造・建築設備が

技術基準（省令）に適合

５ 利用の方法が利用基準（省令）に

適合

６ 関係法令の遵守状況 等

審 査

愛知県（畜産課）

畜舎等の敷地・

構造・建築設備が、

技術基準（省令）に

適合しているか審査

事前審査

指定確認検査機関

申請者

着 工

畜舎等の敷地・構造・

建築設備が、技術基準

（省令）その他法令の

防火に関する規定に適

合しているか審査

消防同意

消防機関

※消防同意については、本県への申請段階で実施するため、手直しが生じる可能性があります。

必要に応じて、指定確認検査機関の事前審査前に所管消防機関に事前相談等を行って下さい。


